
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立病院機構（法人番号1013205001281）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

別 添

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。
年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基本

年俸額（14,100,000円）と業績年俸額（5,047,100円）としている（国の指定職
俸給表8号俸（事務次官級）相当）。

手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通勤
手当、単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。

年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基本年俸

額（11,580,000円（A理事）、9,816,000円（B理事、C理事、D理事及びE理事）と業

績年俸額（4,145,000円（A理事）、3,513,600円（B理事、C理事、D理事及びE理

事）としている（国の指定職俸給表5号俸（局長級）及び3号俸（審議官級）相当）。
手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通勤手当、

単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

当法人においては、平成16年度より業績年俸において、前年度の業績年俸の額に、厚

生労働大臣が行う前年度の業務実績評価結果に応じて、100分の80から100分の120の範

囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を支給している。
平成30年度の業務実績評価において、当法人の総合評定は「B」であったため、令和元

年度の業績年俸における理事長が定める割合については、100/100とした。

当法人は中期目標管理法人であり、役員報酬の支給水準は、独立行政法人通則法第50条の2第
3項の規定に基づき、国家公務員（指定職）の給与、民間企業の役員の報酬及び当法人の経営状
況等を考慮して定めている。



理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,625 14,100 6,057
2,820

648
（地域手当）

（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

18,968 11,549 4,974
2,310

135
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,245 9,816 4,216
1,963

250
千円 千円 千円 千円

15,776 9,816 3,795
1,963

202
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,114 4,908 2,108
982
116

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,068 4,908 2,108
982
71

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 0 0

千円 千円 千円 千円

13,899 8,472 3,639
1,694

94
千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 0 0

注2：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注3：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

（地域手当）
（通勤手当）

（地域手当）
（通勤手当）

*

*

R1.9.30 ◇

R1.10.1 ◇

◇

その他（内容）

注１：総額及び各内訳について、千円未満は四捨五入としているため、
　　　総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

E理事

B監事
（非常勤）

A監事

F理事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。
年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基本年俸額

（8,472,000円）と業績年俸額（3,032,500円）としている（国の指定職俸給表1号俸相
当）。

手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通勤手当、
単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

報酬については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、常勤

監事の報酬との権衡を考慮して理事長が定めるとしている。
なお、令和元年度は、支給基準の改定は行っていない。

報酬については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、常勤

役員の報酬との権衡を考慮して理事長が定めることとしている。
なお、令和元年度は、支給基準の改定は行っていない。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の

業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の

医療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆

衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
そうした組織の中で、理事は、理事長を補佐するため、高いマネジメント能力や

リーダーシップに加え、担当分野における高度な専門性が求められる。
このため、職務内容の特性や国との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えら

れる。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の

業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他

の医療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公

衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
そうした組織の中で、理事（非常勤）は、理事長を補佐するため、高いマネジメン

ト能力やリーダーシップに加え、担当分野における高度な専門性が求められる。
当法人では、理事（非常勤）の報酬は、常勤役員の報酬との権衡を考慮して理

事長が定めることとしており、報酬水準は妥当と考えられる。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務
を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療で
あって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上
及び増進に寄与することを目的としている。

そうした組織の中で、監事には、当法人の業務の適正な執行を担保するため、的確
に監査業務を遂行できる十分な能力及び経験を有することが求められる。

このため、職務内容の特性や国との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられ
る。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の

業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の

医療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆

衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。このため当法人は、急性期

から慢性期における医療を約5万3千床の病床と約6万2千人の常勤職員で行って

いる全国141の病院ネットワークを有している。
そうした組織の中で、当法人の長である理事長は、国民の健康に重大な影響の

ある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策のうち法人が担うべ
き医療について、全国的なネットワークを活用し、診療・臨床研究・教育研修を一
体的に提供するなど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、臨床研究分
野に関する高度な専門性が求められる。

このため、職務内容の特性や国の給与水準との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当と考えられる。



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

理事A

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

理事A
（非常勤）

監事A

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業
務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医
療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生
の向上及び増進に寄与することを目的としている。

そうした組織の中で、監事（非常勤）には、当法人の業務の適正な執行を担保する
ため、的確に監査業務を遂行できる十分な能力及び経験を有することが求められる。

当法人では、監事（非常勤）の報酬は、常勤監事の報酬との権衡を考慮して理事
長が定めることとしており、報酬水準は妥当と考えられる。

当該役員の報酬は、国家公務員の給与に準じて設定されており妥当な水準で
あると考える。また、役員の職務内容の特性や平成30年度業務実績評価結果を
鑑みても妥当な報酬水準であると考える。



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし監事A

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし理事A
（非常勤）

当法人においては、平成16年度より業績年俸において、前年度の業績年俸の額に、厚生

労働大臣が行う前年度の業務実績評価結果に応じて、100分の80から100分の120の範囲内

で理事長が定める割合を乗じて得た額を支給している。
役員報酬への業績反映については、引き続き継続することとしている。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は中期目標管理法人であり、職員の給与水準は、独立行政法人通則法第50条の10

第3項の規定に基づき、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当法人の経営状況

等を考慮して定めている。

当法人においては、中央省庁等改革基本法第38条第6号の規定等に基づき、職員の業績

を給与に反映している。
年俸制職員（事務部長、医長以上の医師及び看護部長）については、前年度の業績に応じ

た割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給している。
常勤職員（年俸制職員を除く。）については、業績に応じた割合を業績手当の算定基礎額

に乗じた額を支給している。

また、年度末賞与については、当該年度の医業収支が特に良好な病院の職員に対して、職

員の業績に応じた割合を算定基礎額に乗じた額を支給している。
さらに、昇給については、常勤職員（院長を除く。）の勤務成績に応じて、5段階の昇給を

行った。

独立行政法人国立病院機構職員給与規程等に則り、基本給及び手当（扶養手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、広域異動手当、寒冷地手当、役職手当、

特殊勤務手当、附加職務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直等手当、役

職職員特別勤務手当、派遣手当、支援団体業務手当、業績手当、医師手当、診療看護

師手当、専門看護手当、医療専門資格手当、医師確保特別手当及び時間外手術従事

手当）としている。

業績手当については、基礎的支給部分（国の期末手当相当）と業績反映部分（国の勤

勉手当相当）があり、基礎的支給部分については、算定基礎額に、6月に支給する場合

は100分の122.5、12月に支給する場合は100分の137.5（役職職員にあっては、6月に支

給する場合は100分の102.5、12月に支給する場合は100分の117.5）を乗じ、さらに基準

日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額として

いる。業績反映部分については、算定基礎額に給与規程に定める割合を乗じて得た額

としている。
近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医

療機能の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも
同様の状況であることから、これらを総合的に勘案し、令和元年度は、給与改定は行わ
なかった。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

40,610 38.5 5,337 4,036 71 1,301
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,087 39.8 5,960 4,494 98 1,466
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 51.5 8,313 6,162 121 2,151
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,712 42.6 11,895 9,351 78 2,544
人 歳 千円 千円 千円 千円

26,770 37.4 4,924 3,707 61 1,217
人 歳 千円 千円 千円 千円

6,873 38.1 5,232 3,946 98 1,286
人 歳 千円 千円 千円 千円

688 54.6 5,395 3,991 76 1,404
人 歳 千円 千円 千円 千円

321 47.7 7,054 5,225 92 1,829
人 歳 千円 千円 千円 千円

904 39.7 5,190 3,923 84 1,267
人 歳 千円 千円 千円 千円

994 43.6 4,227 3,248 69 979
人 歳 千円 千円 千円 千円

252 41.7 4,894 3,653 98 1,241

注1：上記の「事務・技術」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」については、年俸

制が適用される事務部長、医長以上の医師及び看護部長は含まれない。

注2：「教育職種（高等専門学校教員」）については、該当する職員がいないため、欄を設けていない。

注3：常勤職員については、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、［年俸制適用者］も同じ。

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 46.5 6,366 4,998 95 1,368
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 45.2 3,494 2,919 136 575
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 47.2 7,803 6,039 75 1,764

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を設けていない。

注2：任期付職員の「福祉職種（児童指導員等）」について、該当者が2人のため、当該個人に関する情報

　　　が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、任期付職員全体の数値からも除外してい

　　　る。

福祉職種
（児童指導員等）

療養介助職種

診療情報管理職
（診療情報管理士）

任期付職員

医療職種
（医療技術職）

区分

研究職種
（任期付研究員）

うち所定内
令和元年度の年間給与額（平均）

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（医療技術職）

うち賞与平均年齢

福祉職種
(児童指導員等）

総額
人員

常勤職員

事務・技術

技能職種
（看護補助者等）

教育職種
（看護師等養成所教員）



人 歳 千円 千円 千円 千円

452 62.1 3,621 3,085 83 536
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 61.9 3,393 2,884 167 509
人 歳 千円 千円 千円 千円

225 62.2 3,928 3,347 68 581
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 62 3,534 3,031 145 503
人 歳 千円 千円 千円 千円

131 62 3,109 2,634 83 475
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 62.2 4,032 3,474 103 558
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 62 3,529 3,028 63 501
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

注1：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を設けていない。

注2：再任用職員の「教育職種（看護師等養成所教員）」について、該当者が１人のため、当該個人に関す

　　　る情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外

　　　している。
注3：再任用職員の「診療情報管理職（診療情報管理士）」について、該当者が２人のため、当該個人に関す
　　　る情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外
　　　している。

　［年俸制適用者］
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,726 54.9 15,578 11,554 102 4,024
人 歳 千円 千円 千円 千円

107 62.3 19,511 13,967 118 5,544
人 歳 千円 千円 千円 千円

128 56.8 10,025 7,351 106 2,674
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,366 54.3 16,031 11,922 101 4,109
人 歳 千円 千円 千円 千円

125 57.1 9,329 6,834 93 2,495

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を設けていない。

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載していない。
・令和元年度を通じて在職し、かつ、令和2年4月1日に在職する職員（休職等
により給与が減額された者を除く。）の状況である。
・「医療職種（医療技術職）」とは、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士等である。
・「技能職種（看護補助者等）」とは、ボイラー技士、調理師、看護助手等である。
・「福祉職種（児童指導員等）」とは、児童指導員、保育士、医療社会事業専門員である。
・「療養介助職種」とは、療養介助員、療養介助専門員である。
・「診療情報管理職（診療情報管理士）」とは、診療情報管理に関する専門的業務を行う
職種を示す。

常勤職員

院長

事務・技術

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

技能職種
（看護補助者等）

福祉職種
(児童指導員等）

療養介助職種

診療情報管理職
（診療情報管理士）

教育職種
（看護師等養成所教員）

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（医療技術職）



② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師））〔在外職員、任期
付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注1：20－43歳の年齢階層には、該当者がいない。
注2：すべての年齢階層において、該当者が3人以下のため、第1・第3四分位を表示して
いない。
注3：44－47歳の年齢階層については、該当が2人以下のため、当該個人関する情報が
特定されるおそれのあることから、平均給与額を表示していない。
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・①年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
・年俸制適用者を含む。以下、④まで同じ。

注1：24－27歳の年齢階層については、該当が1人のため、当該個人に関する情報が特定され
るおそれのあることから、平均給与額を表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

15 49.6 10,110

36 29.6 4,156

1,036 40.1 5,887

（研究職員）

平均
人 歳 千円

5 50.3 7,829

2 - -

注1：当法人には、本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、

代わりに「研究室長」を代表的職位として掲げた。また、「主任研究員」に該当する職員は存在していないため、表示していない。

年間給与額については記載していない。

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

 

1,533 52.2 15,194

1,737 42.9 11,853

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

1,685 49.2 6,902 　

22,317 35.8 4,615

（事務・技術職員）

注：管理職員には、年俸制職員が含まれている。

④

注2：研究員の在職人員が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び

　代表的職位

　　 ・看護師長 8,951～4,399

　　 ・看護師 7,381～3,165

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

　代表的職位

　　 ・診療科長（医長） 18,949～9,395

 　  ・医師 17,178～7,965

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

　代表的職位

　 　・研究室長 8,759～6,950

　　 ・研究員 －

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

％

最高～最低

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）

千円

　代表的職位

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）

　　 ・本部課長 11，969～8，751

　　 ・本部係員

％

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

％

5，592～3，126

　　 ・地方係長 8,964～3,216

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当） 43.3 46.7 45.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 56.7 53.3 54.9

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～36.6 100.0～30.9 100.0～35.2
％ ％ ％

58.1 61.9 60
％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.9 38.1 40

％ ％ ％

％ ％

         最高～最低 52.5～36.6 48.0～33.6 47.7～35.3

一般
職員

一律支給分（期末相当）



（研究職員）

（医療職員（病院医師））

注：管理職員には、令和元年度内または令和2年4月1日昇任により年俸制になった職員が含まれている。

（医療職員（病院看護師））

注：管理職員には、年俸制職員が含まれている。

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

48.9 53.1 51.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 51.1 46.9 49.0

％ ％ ％

         最高～最低 54.2～48.6 51.7～45.2 51.9～46.9
％ ％ ％

56.9 59.8 58.4
％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.1 40.2 41.6

％ ％ ％

％ ％

         最高～最低 46.4～40.1 44.8～35.8 45.5～37.9

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

1.3 1.5 1.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 98.7 98.5 98.6

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～38.1 100.0～34.9 100.0～37.0
％ ％

55.8 60 58
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.2 40 42

％ ％ ％

100.0～36.2

計

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％

区分 夏季（6月） 冬季（12月）

50.3

         最高～最低 100.0～31.1 100.0～34.2

48.5
％ ％ ％

51.5

46.7

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 53.3 49.7

％ ％ ％

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

58.2

37.5 39.6

60.4
％

100.0～35.7

62.5
％ ％

％

         最高～最低 52.9～35.6 45.7～30.0 48.0～34.0

％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.8

         最高～最低 100.0～37.4 100.0～34.2



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 96.6
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 102.7
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 97.3
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 102.9

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置
 引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、法人の業務
の実績などを総合的に勘案し、適切に対応していく。

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合1.5％】
（国からの財政支出額169億円、支出予算の総額11,188億円：令和元年度予算）
【累積欠損額93億円（平成30年度決算）】
【管理職の割合42.7％（常勤職員数2,215人中945人）】
【大卒以上の高学歴者の割合55％（常勤職員数2,215人中1,218人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.7％】
（支出総額11,209億円、給与・報酬等支給総額3,891億円：平成30年度決算）

　当法人の事務職員の基本給及び諸手当の制度並びにその水準については、国家公務員の
給与を参考にしつつ、独法移行時に中高年齢層の一般職員の給与カーブをフラット化するな
どの措置を講じている。
　地域勘案の指標では、当法人が全国に展開する法人であるため、それに伴う異動により住居
手当や広域異動手当、単身赴任手当の受給者が国より高いこと、また、病院事業の特性から各
病院内の職場ごとに管理する職員を配置する必要があるため、管理職に支給する役職手当の
支給対象割合が国より高いことから、国に比べて給与水準が高くなっている。
　  近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機
能の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況
であることから、これらを総合的に勘案し、令和元年度は、給与改定は行わなかった。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

年齢勘案の指標では、国家公務員より低い水準である。
　地域勘案の指標では、当法人が全国に展開する法人であるため、それに伴う異動により住居
手当や広域異動手当、単身赴任手当の受給者割合が国より高いこと、また、病院事業の特性
から各病院内の職場ごとに管理する職員を配置する必要があるため、管理職に支給する役職
手当の支給対象割合が国より高いことから、国に比べて給与水準が高くなっている。
（国の住居手当対象人員割合24.1％、当法人の住居手当対象人員割合53.7%）
（国の単身赴任手当対象人員割合8.5％、当法人の単身赴任手当対象人員割合9.3%）
（国の広域異動手当対象人員割合13.9％、当法人の広域異動手当対象人員割合21.3%）
（国の俸給の特別調整額対象人員割合18%　当法人の役職手当対象人員割合32%）
注）国の対象人員割合は、平成31年国家公務員給与等実態調査（行政職（一））の公表データ
より算出



○研究職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 76.0
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 76.8
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 75.6
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 76.0

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国家公務員より低い水準である。

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合1.5％】
（国からの財政支出額169億円、支出予算の総額11,188億円：令和元年度予算）
【累積欠損額93億円（平成30年度決算）】
【管理職の割合77.8％（常勤職員数9人中7人）】
【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数9人中9人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.7％】
（支出総額11,209億円、給与・報酬等支給総額3,891億円：平成30年度決算）
　
　当法人の研究職員の基本給及び諸手当の制度については、国家公務員の給与を参考にし
つつ、当法人の経営状況等を総合的に勘案している。
   近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機
能の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況
であることから、これらを総合的に勘案し、令和元年度は、給与改定は行わなかった。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置
　引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、法人の業務
の実績などを総合的に勘案し、適切に対応していく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況



○病院医師

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 104.4
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 102.0
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 104.4
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 102.0

講ずる措置
　引き続き、国家公務員の医師の給与、公立・民間医療機関の医師の給与、当法人の医師確
保の状況や医師が確保できない場合に法人の事業運営に与える影響を総合的に勘案し、適
切に対応していく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国の病院医師に対する初任給調整手当においては、医師確保が困難な地方の手当額がより
高くなる制度となっており、当法人においてもほぼ準ずる制度（医師手当）を導入しているところ
であるが、当法人においては、地方に勤務する職員の割合が国よりも高いこと。
（地域手当1～3級地の人員構成　　国：32.3%、機構：15.4%）
（地域手当非支給地の人員構成　　国：27.2%、機構：41.3%）
注）国の地域手当支給地別人員構成は、平成31年国家公務員給与等実態調査（医療職（一））
の公表データより算出

　医長以上の医師への年俸制において、前年度の診療によって得られた収入の一定割合等を
原資とし、勤務成績が良好な医師については、各年度に支給する業績年俸（賞与）を前年度の
額の最大1.2倍まで増額できる仕組みを導入していること。
　また、医長以上の医師については、病院における管理職として、国の俸給の特別調整額に準
じた役職手当の支給対象としていること。

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合1.5％】
（国からの財政支出額169億円、支出予算の総額11,188億円：令和元年度予算）
【累積欠損額93億円（平成30年度決算）】
【管理職の割合57.3％（常勤職員数4,071人中2,332人）】
【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数4,071人中4,071人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.7％】
（支出総額11,209億円、給与・報酬等支給総額3,891億円：平成30年度決算）

　医師の確保は、当法人の主たる事業かつ目的である医療の提供に不可欠であり、また、経営
上においても全収益の約9割を占める医業収益にかかる基本的かつ重要な事項であることか
ら、全国的な医師確保が厳しい情勢を踏まえると、医師の処遇の改善が法人の運営上の重要
課題の一つとなっている。処遇改善への給与面の対応として、年俸制による勤務成績の反映な
ど、漸次改善を進めているものであり、適切な対応であると考えている。
　また、他の設置主体の病院給与を示す資料は次のとおりであり、国立(国、当法人、労働者健
康安全機構を含み、国立大学法人は含まれない。)と公立（都道府県・市町村立）・医療法人の
給与水準と比較した場合に、公立病院や民間病院を下回っているところである。

○直近の第22回医療経済実態調査結果職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等（一般病院
医師）
　 国立　1,432万円（100.0）、公立　1,514万円（105.7）、医療法人　1,641万円（114.6）
近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機能
の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況で
あることから、これらを総合的に勘案し、令和元年度は、給与改定は行わなかった。

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、また、病院経営上において
も、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重要な事項であるため、医師の給与水準について
は、特に配慮すべきと考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上で、より適正な給与水準の在り方について、必要
な検討を進めていただきたい。



○病院看護師

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 95.6
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 96.0
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 94.6
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 95.5

○比較対象職員の状況

・事務・技術

年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の2,087人及び年俸制適用者に

係る②表（同）の常勤職員欄の事務・技術　128人　　計 2,215人

2,215人の平均年齢40.8歳、平均年間給与額 6,195千円

・医療職種（病院医師）
年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の1,712人及び年俸制適用者に
係る②表（同）の常勤職員欄の医療職種（病院医師）のうち管理職員でない者を除く　2,359人　　計 4,071人
4,071人の平均年齢 49.4歳、平均年間給与額 14,287千円

・医療職種（病院看護師）
年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の26,770人及び年俸制適用者に
係る②表（同）の常勤職員欄の医療職種（病院看護師）　125人　　計26,895人
26,895人の平均年齢37.5歳、平均年間給与額4,944千円

項目

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合1.5％】
（国からの財政支出額169億円、支出予算の総額11,188億円：令和元年度予算）
【累積欠損額93億円（平成30年度決算）】
【管理職の割合7.5％（常勤職員数26,895人中2,011人）】
【大卒以上の高学歴者の割合11.2％（常勤職員数26,895人中3,018人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.7％】
（支出総額11,209億円、給与・報酬等支給総額3,891億円：平成30年度決算）
　
当法人の看護師の給与については、民間給与の水準を参考にして、独法移行時に中高年齢
層の一般看護師の給与カーブのフラット化、基本給の調整額の廃止による特殊業務手当の創
設による水準の引下げなど、漸次改善を進めているものであり、適切な対応であると考えてい
る。
  近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機
能の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況
であることから、これらを総合的に勘案し、令和元年度は、給与改定は行わなかった。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置

　引き続き、国家公務員の看護師の給与、民間医療機関の看護師の給与、当法人の看護師確
保の状況や看護師が確保できない場合に法人の事業運営に与える影響を総合的に勘案し、
適切に対応していく。

内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国家公務員より低い水準である。



４　モデル給与
(扶養親族がいない場合)
○22歳　（大卒初任給）
　　月額179,900円　　年間給与2,914,380円

○35歳　（本部係長）
　　月額327,240円　　年間給与5,358,555円

○50歳　（本部課長）
　　月額602,840円　　年間給与9,743,328円

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者13,000円、子1人につき6,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和元年度

千円

(A)
千円

(Ｂ)
千円

(Ｃ)
千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

給与、報酬等支給総額

非常勤役職員等給与

福利厚生費

最広義人件費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標期の開始年度分から当年度分
までを記載する。行政執行法人については当年度分を記載する。

49,946,134

退職手当支給額

区　　分

389,135,862

18,859,984

76,790,842

534,732,822

当法人においては、中央省庁等改革基本法第38条第6号の規定等に基づき、職員の業績を給与に反映している。
年俸制職員（事務部長、医長以上の医師及び看護部長）については、前年度の業績に応じた割合を前年度の業績年俸

に乗じた額を支給している。
常勤職員（年俸制職員を除く。）については、業績に応じた割合を算定基礎額に乗じた額を支給している。
また、年度末賞与については、当該年度の医業収支が特に良好な病院の職員に対して、職員の業績に応じた割合を算

定基礎額に乗じた額を支給するものであるが、令和元年度については、新型コロナウイルス感染症が流行し、令和２年４月
の患者数及び医業収益が大幅に減少したことを踏まえ、今後の法人全体の経営状況等への影響を考慮し、支給しないこ
ととした。

さらに、昇給については、常勤職員（院長を除く。）の勤務成績に応じて、5段階の昇給を行っている。
職員給与への業績反映については、引き続き継続することとしている。



総人件費について参考となる事項

人件費の主な増減要因等

　　 　（人件費＋委託費）比率　

平成30年度決算　58.8％　→　令和元年度決算　58.1％

医療環境の変化等の中、平成30年度を下回ることができた。

　　　 ※　（人件費＋委託費）比率　＝　(人件費＋委託費)／医業収益　

　○給与、報酬等支給総額の主な増減要因

・技能職職員の不補充によるもの

・非効率病棟の整理・集約等によるもの

・医師不足の解消及び地域医療との連携強化のための体制整備によるもの

　○最広義人件費の主な増減要因

・非常勤職員の給与支給額の増加によるもの

・給与、報酬等支給総額の増に伴う共済組合負担金等の事業主負担分の増によるもの

　○「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

Ⅳ　その他

・地域医療計画を踏まえた救急医療等への対応や医療サービスの質の向上、医療安全の確保
及び患者の処遇改善等のための人材確保によるもの

　　 職員の退職手当について、平成31年4月1日から以下の措置を講じた。
　　　　　　　 講じた措置の概要：調整率を100分の87.0から100分の83.7に引下げ。
　　　　　　　 なお、離職者の増加に伴う職員確保に必要な期間を考慮したことから、措置の開始
　　　　　　　 時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる取扱いとした。

　第４期国立病院機構中期計画（令和元～令和5年度）において、人件費について『医療の高度化や各種施策
などを踏まえながら、人件費比率と委託費比率にも留意しつつ、業務の量と質に応じた病院運営に適正な人員
配置に努める。』としている。

　 　役員の退職手当について、平成30年1月1日から以下の措置を講じた。
　　　　　　　 講じた措置の概要：調整率を100分の86.35から100分の83.7に引下げ。

・障害者総合支援法等の他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療（セーフ
ティネット分野の医療）の体制整備によるもの

特になし


